
職 職 ― ２ ４ ５

平成３０年１２月７日

人 事 院 事 務 総 長

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ

いて（通知）

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―

３２８）」の一部を下記のとおり改正したので、平成３１年１月１日以降は、こ

れによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した

部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

第３ 勤務時間法第６条第３項の規 第３ 勤務時間法第６条第３項の規

定に基づく勤務時間の割振り並び 定に基づく勤務時間の割振り並び

に同条第４項の規定に基づく週休 に同条第４項の規定に基づく週休



日及び勤務時間の割振りの基準等 日及び勤務時間の割振りの基準等

関係 関係

１～５ （略） １～５ （同左）

６ 規則第３条第４項（規則第４ ６ 規則第３条第４項（規則第４

条の３第２項において準用する 条の３第２項において準用する

場合を含む。以下この項におい 場合を含む。以下この項におい

て同じ。）の「人事院の定める て同じ。）の「人事院の定める

場合」は、次に掲げる場合とし 場合」は、次に掲げる場合とし

、規則第３条第４項の規定によ 、規則第３条第４項の規定によ

り同項に規定する基準によらな り同項に規定する基準によらな

いことができるのは、当該場合 いことができるのは、当該場合

の区分に応じ、それぞれ、⑴の の区分に応じ、それぞれ⑴に規

規定により始業若しくは終業の 定する始業若しくは終業の時刻

時刻を設定し、⑵の規定により の設定又は⑵に規定する休憩時

休憩時間を延長し、又は⑶の規 間の延長に必要と認められる範

定により休憩時間を置き、若し 囲内に限る。

くは延長するために必要と認め

られる範囲内に限る。この場合

において、各省各庁の長は、⑶

の申出について確認する必要が

あると認めるときは、当該申出

をした職員に照会するなどその

内容について確認するものとす

る。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （同左）

⑶ 規則第４条の５の２に規定 （新設）



する職員が、第６の第３項若

しくは第６項の規定によりコ

アタイム等の始まる時刻から

終わる時刻までの間に休憩時

間を置く必要がある場合又は

休憩に必要な時間を確保する

ために規則第７条第１項若し

くは第２項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。第

６の第３項及び第６項におい

て同じ。）の規定による休憩

時間を延長する必要がある場

合（当該休憩時間の延長につ

いて当該職員から申出があり

、かつ、公務の運営に支障が

ないと認められる場合に限る

。）

７～１５ （略） ７～１５ （同左）

１６ 職員は、規則第４条の４第 １６ 職員は、規則第４条の４第

１項の規定による申告に当たっ １項の規定による申告に当たっ

ては、次に定めるところにより ては、次に定めるところにより

､状況届を提出するものとする｡ 、状況申出書を提出するものと

する。

⑴ 状況届は、各省各庁の長が ⑴ 状況申出書は、各省各庁の

作成し、次に掲げる記載事項 長が作成し、次に掲げる記載

の欄を設けるものとする。 事項の欄を設けるものとする｡



ア～ウ （略） ア～ウ （同左）

エ 規則第４条の５の２に規 （新設）

定する職員の状況

⑵ 状況届を作成する際の参考 ⑵ 状況申出書を作成する際の

例を示せば、別紙第１の２の 参考例を示せば、別紙第１の

とおりである。 ２のとおりである。

１７～２０ （略） １７～２０ （同左）

２１ 規則第４条の５の２の「勤 （新設）

務時間の割振りについて配慮を

必要とする者」であることにつ

いては、職員の申出により、健

康管理医が、当該職員を診断し

た医師の意見書その他の必要な

情報に基づき判断するものとす

る。

２２ 規則第４条の６第２項の状 ２１ 規則第４条の６第２項の状

況変更届については、次に定め 況変更届については、次に定め

るところによる。 るところによる。

⑴ 状況変更届は、各省各庁の ⑴ 状況変更届は、各省各庁の

長が作成し、次に掲げる記載 長が作成し、次に掲げる記載

事項の欄を設けるものとする｡ 事項の欄を設けるものとする｡

ア （略） ア （同左）

イ 規則第４条の５第３項各 イ 規則第４条の５第３項各

号に掲げる職員又は規則第 号に掲げる職員に該当しな

４条の５の２に規定する職 いこととなった事由及びそ

員に該当しないこととなっ の発生日



た事由及びその発生日

⑵ （略） ⑵ （同左）

２３・２４ （略） ２２・２３ （同左）

２５ 各省各庁の長は、第２３項 ２４ 各省各庁の長は、第２２項

⑵の時間帯の開始を午前８時よ ⑵の時間帯の開始を午前８時よ

り後に設定し、又は当該時間帯 り後に設定し、又は当該時間帯

の終了を午後８時より前に設定 の終了を午後８時より前に設定

する場合には、当該時間帯及び する場合には、当該時間帯及び

当該開始の時刻又は当該終了の 当該開始の時刻又は当該終了の

時刻とする理由について人事院 時刻とする理由について人事院

に報告するものとする。当該時 に報告するものとする。当該時

間帯によらないこととした場合 間帯によらないこととした場合

においても、同様とする。 においても、同様とする。

第６ 休憩時間関係 第６ 休憩時間関係

１・２ （略） １・２ （同左）

３ 各省各庁の長は、規則第７条 ３ 各省各庁の長は、規則第７条

第４項の規定に基づき、同条第 第４項の規定に基づき、同条第

１項若しくは第２項の規定によ １項又は第２項の規定により休

り休憩時間を正午から午後１時 憩時間を正午から午後１時まで

までの時間帯に置くことにより の時間帯に置くことにより、当

当該時間帯における業務を処理 該時間帯における業務を処理す

するために必要な要員の確保が るために必要な要員の確保がで

できない場合又は規則第４条の きない場合には、これらの規定

５の２に規定する職員から、当 にかかわらず、これらの規定に

該時間帯以外の正規の勤務時間 よる休憩時間を分割し、次の表



の始業の時刻から終業の時刻ま の上欄に掲げるこれらの規定に

での時間帯にも休憩時間を置く よる休憩時間の区分に応じて、

ことについて申出があり、かつ 当該時間帯に同表の中欄に掲げ

、公務の運営に支障がないと認 る休憩時間を置き、かつ、当該

められる場合には、規則第７条 時間帯以外の正規の勤務時間の

第１項又は第２項の規定による 始業の時刻から終業の時刻まで

休憩時間を分割し、次の表の上 の時間帯に同表の下欄に掲げる

欄に掲げるこれらの規定による 休憩時間を置くことができる

休憩時間の区分に応じて、正午 。この場合において、当該時間

から午後１時までの時間帯に同 帯に、連続する正規の勤務時間

表の中欄に掲げる休憩時間を置 が４時間３０分を超えないよう

き、かつ、当該時間帯以外の正 にしなければならない。

規の勤務時間の始業の時刻から

終業の時刻までの時間帯に同表

の下欄に掲げる休憩時間を置く

ことができる。この場合におい

て、当該時間帯に、連続する正

規の勤務時間が４時間３０分を

超えないようにしなければなら

ない。

規則第７ (略) (略) (同左) (同左) (同左

条第１項 )

又は第２

項による

休憩時間

正午から (略) (略) (略) (同左) (同左 (同左 (同左



午後１時 ) ) )

までの時

間帯に置

く休憩時

間

上記以外 (略) (略) (略) (同左) (同左 (同左 (同左

の時間帯 ) ) )

に置く休

憩時間

４ 各省各庁の長は、規則第７条 ４ （同左）

第４項の規定に基づき、勤務時

間法第６条第２項の規定により

割り振られた勤務時間が７時間

４５分である場合において、規

則第７条第１項第２号の休憩時

間を置くだけでは次に掲げる場

合に該当することとなるときは

、それぞれ次に定める範囲内に

おいて、当該休憩時間を延長す

ることができる。この場合にお

いては、始業の時刻は午前７時

以後に、終業の時刻は午後１０

時以前に設定するものとする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （同左）

⑶ 規則第４条の５の２に規定 （新設）

する職員の休憩に必要と認め



られる時間を確保できない場

合（当該休憩時間の延長につ

いて当該職員から申出があり

、かつ、公務の運営に支障が

ないと認められる場合に限る

。） 休憩に必要と認められ

る時間を超えない範囲内

５ 各省各庁の長は、規則第７条 ５ （同左）

第４項の規定に基づき、次に掲

げる場合に該当する職員から申

出があり、かつ、公務の運営に

支障がないと認められるときは

、同条第１項第２号の休憩時間

を、当該休憩時間が６０分とさ

れている場合にあっては４５分

又は３０分、４５分とされてい

る場合にあっては３０分に短縮

することができる。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （同左）

⑹ 始業の時刻から終業の時刻 （新設）

までの時間の短縮が規則第４

条の５の２に規定する職員に

必要と認められる場合

６ 各省各庁の長は、規則第７条 （新設）

第４項の規定に基づき、規則第

４条の５の２に規定する職員か



ら申出があり、かつ、公務の運

営に支障がないと認められる場

合には、第３項又は規則第７条

第１項若しくは第２項の規定に

より正午から午後１時までの時

間帯に置く休憩時間に加え、当

該時間帯以外の正規の勤務時間

の始業の時刻から終業の時刻ま

での時間帯に３０分又は１５分

の休憩時間を置くことができる

。この場合において、勤務時間

法第６条第２項の規定により勤

務時間を割り振られた職員の始

業の時刻は午前７時以後に、終

業の時刻は午後１０時以前に設

定するものとする。

７ 各省各庁の長は、第３項、第 ６ 各省各庁の長は、第４項⑵又

４項⑵若しくは⑶、第５項又は は前項の申出について確認する

前項の申出について確認する必 必要があると認めるときは、当

要があると認めるときは、当該 該申出をした職員に照会するな

申出をした職員に照会するなど どその内容について確認するも

その内容について確認するもの のとする。

とする。

別紙第１の２及び別紙第１の３を次のように改める。



別紙第１の２

状況届

（ 年 月 日提出）

所 属
氏 名

次のとおり勤務時間法第６条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りに係る
□子の養育の状況
□要介護者の介護の状況 を申し出ます。
□職員の状況

１ 申出に係る子の養育の状況
⑴ 氏名
（職員との同居又は別居の別 □ 同居 □ 別居）
（続柄等： ）

⑵ 子の生年月日 年 月 日生（□出産予定日）

⑶ 養子縁組の効力が生じた日 年 月 日

２ 申出に係る要介護者の介護の状況
⑴ 氏名
（職員との同居又は別居の別 □ 同居 □ 別居）
（続柄等： ）

⑵ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

３ 職員の状況
□ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者等
（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第37条第２項に規定
する対象障害者）
□ 勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として規則１０―４（職員の保健
及び安全保持）第９条第１項に規定する健康管理医が認めるもの

注１ 子を養育するために申し出る場合、申出に係る子の氏名、申出者との続柄等（申出に
係る子が勤務時間法第６条第４項第１号において子に含まれるものとされる者である場
合にあっては、その事実）及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出
生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明
書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証
明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付する（写しで
も可）。なお、申出に係る子が申出の際に出生していない場合には、「１⑵ 子の生年
月日」に出産予定日を記入し、「出産予定日」の□にレ印を記入する。

２ 「２⑵ 要介護者の状態及び具体的な介護の内容」は、要介護者の介護の状況につい
て申し出る場合に、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及び介護の
内容が明らかになるように、具体的に記入する。

３ 「３ 職員の状況」は、規則第４条の５の２に規定する職員が状況を申し出る場合に
、該当する□にレ印を記入する。

（日本工業規格Ａ列４）



別紙第１の３

状況変更届

（ 年 月 日提出）

所 属
氏 名

次のとおり勤務時間法第６条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りに係る
□子の養育の状況
□要介護者の介護の状況 について変更が生じたので届け出ます。
□職員の状況

１ 届出の事由

２ 届出の事実が発生した日

年 月 日

注 「１ 届出の事由」には、勤務時間法第６条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時
間の割振りに係る状況の変更についてその内容が明らかになるように、具体的に記入す
る。

（日本工業規格Ａ列４）



以 上


